
新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成制度

[申請手続きの流れ]

※ 相談をご希望の方

※ この段階ではまだ契約できません。

登録業者の中から施工業者を決定してください。

※ 建築審査課の窓口において、申請書類を提出

してください。

※ 事業者との契約は必ず交付決定された後に行

って下さい。

※ 工事内容等、「③交付申請」の内容に変更等が

あった場合は「変更承認申請」を行ってください。

※ 工事完了後、建築審査課の窓口において、完

了報告書類を提出してください。

※ 建築審査課の窓口において、請求書を提出し

てください。請求書に記載された交付確定者の

口座に助成金を振り込みます。

○赤字の時点で、建築審査課の窓口において申請書類等を提出いただきます。

① 事前相談

③ 交付申請

【市】交付決定

（通知書の受取り）

④ 契約・工事の実施

② 登録業者の選択

⑤ 完了報告

【市】交付確定

（通知書の受取り）

⑥ 請求書の提出

（助成金受取り）


